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な変化を経験したのだ。と頭の中で反拐する。

1969年9月，チュニジアの経済大臣 BenSalahが失

脚した。これは，チュニジアの政治経済にとって一つの

転期を画する事件であった。

すなわち1960年，経済大臣として閣内に迎えいれられ

た元UGTT（チュニジア労働総同盟）書記長BenSalahは

いわゆる農業の「協同化」を主軸に積極的な経済政策を

推進してきた。その主要な形態（注1)は，ヨーロッパ人コロ

ンから接収した農地を核にし，その周辺のチュニジア人

所有の零細な農地をそこに統合して農業生産協同組合を

創設することであった。これによってチュニジア農業の

構造を改革し近代的機械化農法を適用して生産力の発展

をはかることを意図したわけである。私が4年前に実態

調査を行なったのも，このような政策の結果，創設された

農業生産協同組合に関するものであったわけである。

この政策の推進者であったBenSalahが失脚した。それ

は基本的には彼の推進してきたこの「協同化」政策の「失

敗」の責任を関われたものである。そしてこの事件を契

機に，チュエジアの経済政策は一つの方向転換をとげた。

私は，かつて調査を行なったー農業生産協同組合の水

準において，このような大局的な変化がどのような具体

的な変化としてあらわれているのかを，この目で確かめ

てみたいと考えた。またそのことを通じて， BenSalah 

失脚の意義を自分なりに考えてみたいとおもったわけで

ある。

4年前，このM農場を調査したとき私の調査に協力し

てくれたH君とー諸にM農場を訪れた。

M農場付近の景観も全く以前と変わらない。監督官

(Directeur），組合長らが私達を出迎えてくれた。監督

官，会計，畜産牧師など，政府派遣の技術者たちの顔ぶ

れはすっかり変わってしまったが，組合長はじめ一般組

合員の方はみな顔なじみである。機械係のH氏は事務所

のかたわらの機械修理場から出てきて，例によって手の

ひらが油でよごれているので腕まくりしたたくましい腕

をにぎらせて握手のかわりをする。

早速，監督官のB氏に1969年秋の BenSalah失脚以

降のこの農場における変化について，いろいろ質問する。

彼は初対面のことでもあり，質問によっては答えられ

ないこともあるがと前おきしていたが，とくに回答をさ

けるといったようなことはなく，私の質問にはすべて心

よく答えてくれた。

私がかつて調査した1966～67年の時点では，この農場

では1400ヘクタールあまりの農地を耕作していた。それ

は758ヘクタールの国有地（ヨーロッパ人コロンから政
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本年1月，私は4年ぶりにごく短期日ではあったがチ

ュニジアを訪れる機会をえた。訪問のおもな目的は，1966

年から67年にかけて実態調査（注1)を行なったチュニジア

の農業生産協同組合（I’unitecooperative de production 

agricole）が，その後どのような変貌をとげたかをみるこ

とにあった。幸い当地の日本大使館の御好意で，大使館

の車を 1日，借用することができ，チュニスの西方50キ

ロのところにあるかつて実態調査を行なったM協同組合

農場を再び訪問することもできた。以下はその現地報告

である。

（注 1〕 拙稿「チュニジアにおける農業改革一一農

業生産協同組合に関する一考察」（『アジア経済』 1969 

年 2月号〉。

M協同組合農場

4年ぶりに訪れたチュニスの町のたたずまいは，ほと

んど変わっていない。チュニス空港に旅行客をむかえる

タクシーのうちには依然として紅白にぬりわけられたか

めの子型のルノーの 4CVの姿をみる。日本では10年以

上も前に姿を消した車種であるが，ここではまだ健在で

ある。町の景観で変わったことといえば，新空港ビ、ルが

完成しつつあること，チュニスの繁華街，ブノレギバ通り

の中心に唯一の超高層ビルが完成したことぐらいであ

り，道行く人びとの足どりも，あわただしい東京から数

十時間前に飛び立つてきたものには，まことにのんびり

しているようにおもえる。道で知人に会えば，まるで10

年ぶりの再会を喜びあうかのように頬すりよせて懇切丁

寧な挨拶をかわす。

しかし，とおりがかりの旅行者の自にはとまらぬかも

しれないが，チュニジアはとの4年のうちに一つの大き
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府がほ収した1.31llli；と，組合員が処出した 647，、ケター

ノし ,J〕民地からj友， ・c，いた。ぞれがl'.)69年秋の l¥c;iSalah 

失明l後まもなく，組合はの拠出地は全部、組合llにi区！立

されたとのことであ Jフた（出 l 間参照）。組合誌のt~Uli し

た！豆地は，拠出した時点では零細な地九千にi人分されてL、

たが、組合；こ拠山され之のちその［.＜j両；土とりはらわれ大

区函に統fr,m里されてしまってL、たので，ケ[.,j:TJ主う

なことになっても各組frp_に以前と同二！土地をjii::diする

ことは，もはや技術的に不，，s能であろうと？当llif＇私は

考えた。そのJ去を汎ねてみると，またよれi品：してもとどお

りの［，；；阿iこなおしてi＇当選したとの三とよこ・ 'f~o 

:1,且｛，ll数も ・1・i111げ I1埼l名から的名に減少したヲ、＇ :I！与の

181 名の組合tlは‘＇~＇(c地合拠出した組合L-:'!.85 名， 上地を

拠出せず，［flコロンJ農J!,;c7）常用労働者であったという資

格で組合加入を認められたもの'.29名（うち l名は民地も

拠出した）， ~H也を拠山せ j九、わば社会保障的な意＇1まで

組合iJII入を：ぷめられたもの57名とから橋口¥J.0;/1,・cv、た。

現在も組Csi）としてとどまってu、る山名：土，との中どの

居の組合はであるのか。 E169if－秋にこの総合を脱送した

112名はどの！討の組合はであったのかcこのtdこっL、て只

体的に.rffi合する時間はなか.，たが，組合nの拠出農地l土
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全部，返還されたということから土地を拠出していた組

合片同名がmi退したのではないかと一応は考えられる。

後に述べるように BenSalahの失！郎直後，チュニジ

ア政府は協同組合に加入するかどうかの選択の「自由J

を再確忍した。これによってそれまで組fr加入を「強fl心

されていた多くの農民が総台から脱退したとも伝えられ

てし、た。

しかしこのM農場の場合には，農地を拠出しでかたど

いってもその農地はきわめて零細で，組f;-に農地を拠出

し総｛，iえになったことにヒって，少なくとも経済的には

不利になったとおもわれる組f,nは全くいないとU、うの

が，，1fF 1if1の調査における私の結論であヮた。土地なき

成l（からネJl（，誌にな.'tこものの均合には，なおさらであ

る。したが.，て ll2，むもの多〈の走lif;-j;｛が，チュニジア

政府の政策転換があったからといって，自発的に組合を

脱退したとは考えられなかった。 112名の脱退者の多く

は，むしろ脱退させられたのではなかろうか。

三の尽につU、て監督官のB氏に試ねてみたcやはり ll<l

名のキLl；守日の数計》9名に削減するにあた勺ては，官、の宇佐

:ill］したような状況があったことは認めたが，その「人民

繋埋Jがどのような原則に主主J 九、て行なわれたかという

ことについては， B氏もあずかり？llt》ぬことであったら

しい。中央から方針として，給企Liの処Lili也がまず返還

され，そのうえで任命i{,rtの農業労働者としての能力的

資冗に主主J九、て69＇｛＇，の「総 ｛U'l.1が当局によって選択さ

れたというのが，ありうべきことのなりゆきではなかっ

たろうか。

二の推論；こ対する碓誌はえられなか♂、fこが，このよう

なーつの変動のあとなお組合にとどまった組合尽に関し

ては、その収〆人は増加した。かつて 400ミリーム（ 1デ

ィナー＝1000ミリーム ・530円）であった組合長の給料の

口鋲；i,noo三リームに増額した。手Lしぼりなど若＋，

熟械を要する職極のそれは， 400ミリームから750ミリー

ムに，一般組合はの場合も：，50ξ リームから600ミリーム

にそれぞれ増額していた。しかし組合長ら役はと“般総

合口との収入のi各Lは，その単価においても拡大したわ

けである。

ぷ｛主にBf¥:は，現在のM農場の経営状態を示すいくつ

かの統計やゲラ 7を示し，経営的には1969年秋以前より，

状況ははるかに己支持されていることを誇らしげに語っ

たりそれらの統；；十，グラフを資料として写真にとりたい

という私の申し出を．彼は心よく承諾してくれた。私l土

カメラの7アインダーをのぞきながら， 1969年秋のチュ



一」..－－一’「一戸」F 」，～J 「ー覇地報告一』ず「－－ー

ニジア政府の政策転換は，このM農場においては経営の 各農業生産協同組合に駐在している政府派遣の管理者，

「合理化」の契機となったのだと感じるのだった。 技術者の年齢はみなそのくらいであった。

帰途，この；農場の周辺にある Blatt部落に立寄ってみ 私が帰国した直後，彼もM農場を去った。上級の資格

た。この部落の住民の多くは，農地を拠出した組合員で を得るために，畜産を専門とする農業専門学校の試験を

あヮた。当時，副組合長をつとめていたT氏と農場の守 受け合格したのである。政府から支給される奨学金は月

衛をしていたA氏に出会った。 H君に通訳してもらっ 額30ディナー（ュ 1万8900円）で， M農場に勤務していた

て，立ち話をする。 2人とも1969年末に組合を脱退した ときの収入とほとんど変わらなかった。その30ディナー

とのこと。 T氏は 7.9ヘクタールの農地を拠出して組合 のうち10ディナーは学校に寄宿代としておさめる。 10デ

に加入していたこの部落の有力者であった。しかし彼と イナーは MenzelDjemilの実家に仕送りしている。彼

ともにこの部落の組合員はみんな脱退してしまったとい の家には，年老いた父の零細な農業にささえられ，細々

うことはなく，この部溶のものでまだ組合員としてとど と生活している母，弟 l人，妹2人がいる。残りの10デ

まっているものも多いとのことだった。脱退の理由を訊 イナーが，自分の小遣いとなる。

ねると，彼自身は組合内部のいざこざから脱退したのだ 彼の家は，曲がりくねってどこまでも続く長い白壁の

という。その組合内部のいざこざの具体的内容について 中に何事干もの家が包みこまれているアラブ特有の長屋の

も訊ねてみたいとおもったが， 4年ぶりの再会を喜びあ 一隅にある。街道から少しはずれたその一角には電灯も

う雰囲気の中で，そんな質問を続けることに若干，気お なく，その白壁だけが月光りに照らされて，閣に浮ぶ。

くれを感じてやめた。それに緑の少ないこのかわいた土 家の中では，うすぐらいランプが土聞を照らしている。

地に同化しその中にじっとうずくまって生活しているよ

うにみえるT氏たちと面と向かうと，自分の頭の中で考

えていることが，むなしくおもえてくる。これは4年前

の調査のときにも常に感じさせられたことであった。広

大なかわいた農地のまん中にポツンと 1人おかれると職

業的な「効率」に対する関心など，どこかに消えうせて

しまうのだった。

T氏たちに別れを告げて，そこから20キロばかりのと

ころにあるピゼルト市にでてH君と食事をともにする。

ビゼノレト市の町の中心には， 1961年のフランス軍ピゼル

ト基地撤去闘争の際，フランス軍の砲火の犠牲になった

市民の記念碑がたっている。このときは国連の問題にも

なって，日本の新聞にもかなり大きく報道されていた。

4年前の調査のとき， M農場の人びとが，このピゼノレト

闘争のときのことを訊ねたときだけは，まるで別人のよ

うに目を輝かせて雄弁にいろいろ語ってくれたことを思

いだす。

H君とは4年前の調査の際，知り合いになり，私は帰

国したのちも，おりにふれて文通だけは続けていた。 H

君には， BenSalah問題についていろいろ意見をきいて

みたいともおもっていたのだが，そういうもんきり型の

質問をする気にもならず，話は彼の近況に終始した。

日君は，ビゼlレト市と湾をへだてて対岸にある Menzel

Djemilという小さな町の出身で1947年生まれ。 4年前，

彼がM農場の監督官見習であったときは20歳そこそこだ

ったわけである。これは決して例外的なことではなく，

（注 1) その他の形態としては，

(1) la coop品rativede service 自営農の農地は

協同化せず，生産物の販売，生産用具の購入などにつ

いてのみ協同化するもの。

(2) la cooperative de polyculture チュニジア

中南部において，オロープなどを中心とした開拓を意

図する組合。

（司 la prるcooperative準農業生産協同組合，農業生

産協同組合への過渡的形態。

などがある。

II Ben Salahの失脚

M農場を訪れた翌日は， ドウストウール社会主義党の

図書室にでかけて， BenSalahが失脚した 1969年秋か

ら，彼が「国家反逆罪」にとわれ「強制労働10年」の判

決を言い渡された 1970年5月までの党機関紙L’Action

に目をとおす。

1969年8月30日付の L

U. G. E.T. （チユニジア学生総、同盟〕の代表たちと会

見したとU、う記事が大きく報じられてU、る。それから10

日目の9月9日付では，ブルギパ大統頭の「重大決定」

が発表されている。それまで BenSalahを長としてい

た経済総省を三つの省，すなわち経済，財務省，農業省，

商工省の三つに分割するという行政改革の発表である。

Ben Salahは，この分割された三つの省のいずれの長に

も就任せず，このようなかたちで BenSalahの経済政

87 
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策の責任者としての地位は奪われた。

9月21～22日付にほ，国民議会が「農業改不に関する

法律」を採択したことを報じているが， BenSalahはよ二

の議会に欠席している。この法律は「農業改革」といっ

ても，後に述べるように BenSalahポこの年のはじもの

から展開したといわれる協同組合の「一般化」（G品nera-

lisation) ii, 1運動に［釘どめをあたえ守：；足状正itJ与を再t許認

する性格のものであった。

10月1511付の I!,lction に辻，ピぜノレト，hを訪問した

フソレギバ大統領のV真を掲載してνるが， プルギパ大統

領のかたわらに BenSalahの姿がみえる。このとき彼

はまだ兼f王してU、／三教育大豆の地位：土失ってーおらず，はi

内にはとどまっていたのである。

10月191=1付，国民議会選挙の立伐治者のリストを発表

しているが，そこにも B日nSalahの名はある。 11月3

日付には選挙の紡果が発支されているが， f子｛夜、補者の？号
訴数を事務的に発支してνζyf三けである。 B邑nSalahの

名をその中からみつけだし噌その得票数をみないかぎり，

原民lj的には落選のありえた十（対立院補はな〈事実 I・.,

信任投票である。）この選挙で BenSala］】が落選したこ

とはわからない。 BenSalahに対する有効段票数日ノ1

2538票中，信任票はわずか8660票にとどまゥた。このよ

うどして DenSalah l主国会滋員のむ携も失ろι11月時 II

i日目じられてい－：；，新内閣の顔ぶれの中にも， BenSalah 

の名はない。 11月11日付では， BenSalahの党除名がこ

れ主た事局的に発表され；：， 0 

11月26日になってはじめて政府高官の演説の中に，

Ben Salah 1H津ljがご然とあらわれる。 f… カーつての経

済の責任者によって推進された農業構造改革は，貧困化

とぎ惨の企図でふったことがあきらかにな rイこ0 ・・ i工i

家は貧困化，自己陶酔と神秘化の政策には反対する。J

〈ピゼノレト市における Ladgham首相の演説， 11月26日

付 L’Action）。

「社会主義は，一般的，強制的な集団化を意味しない。

一協同組合運動つ一般化は，党の基本方引に反し，勝

手に命令されたものであるo －－－」 （チュニジア中央銀

行待裁 HecliNe凡1iraの演説， 11月27日付 ］，＇Action）ぅ

これ以後， 1969年夏までの経済政策，特に農業協同化

政策の「殺り」を BenSalahの個人的責任に1帰するか

たちで拡摘し批判することが政府高官の演説のパターン

となる。

Ben Salahの失脚の過程を Lて4ction紙だけを通じて

みていくと，それはきわめて唐突であり，ウラを感じさ

88 

せられる。 L’Actio措紙は，チュニジアの唯一の合法政党

の機関紙であ担，その党が政権をにぎっているのである

から，いわばチュ品ヌア政府の「顔」のようなものである。

しかもフランス諮紙であるから，それはかなり外国人の

日をも怠識した顔である。このつくられfニ顔からその入

の内面を反映した表情を読みとることはむずかしい。

Ben Salah失郷の過程をこの新開でみてヤると，突如と

して全くことなゥた顔がでてきたみたいな感じがする。

1969年12月末に！荒かれた［霊長議会においてBenSalah 

問題調査委員会が設置される。この調査委員会の報告に

基づいて3月24臼， BenSalahに逮捕状が発せられる。

この調査委員会の報告古全文が， 1970年3Jl 31 I二IHの

L’Action紙に付録として発表された。この調査委員会

は国民議会内に；出資され， ゐ応t主政J('.fの立幼から離れて

独自の調査を行ないその結論を政府に勧告するという形

点をと〆、ているが，その後二の勧告どお担に政府は行動

をとっていることからみても，この報告書はチュニジア

政府の BenSalah問題についてのささ式見解を代介ιして

いるものEみて上L、だろう。そういう意味で BenSalah 

失脚の意義を検討する上で，またこの事件の全貌を知る

二でもl'iill:なー資料であζEとおもわれるので以下にその

内容を紹介しておこう。

全文民ページにおよぶこの BenSalah 問題調査委員

会の報高低（以下，「調査報告書」と略記）は6部から構成

きれ，第 1部では序論的tc.3カ月にわたる調査委民会の

活動の悦要〈会i義の荷催日数，収集，検討した資料のリス

トなど〕を紹介している。つづいて第2部以下の本論に

はいりまず第2部では！経済政策に関する国家の基本方

針」を既存の公式文書，大統領演説などによって確認し

たのち，第3部「1962今三から196民年末までの農業協同化

運動」の回顧と，その評価を行ない，第4部ではいよいよ

Ben Salah失脚の直接の契機になったとおもわれる1969

年はじめから展開された協同組合の「一般化の過極とそ

の結果」が検討されている。第5部は「国家財政の管理J

と題して，農業部内のみならず工業部門の世家企業をも

含めて，間家資金が「流用Jされていた事実をあらいあ

げている。最後の第6部は，第2部から第5部までの調

査結果に基づく「委員会の結論と勧告」が示される。

以上がこの「調査報告古jの権成であるが，ここでは

お2, 3, 4部を中心にもう少し詳しく内容を紹介して

おこう。

第 2t誌におヤて1964年10月のドウストウール社会主義

党のビ‘ゼルト大会の記録からはじめて多くの資料からの
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引用によってくりかえし強調されている国家の基本方針

とは何かといえば，それは経済体制として「公共部門，

協同組合部門，私部門の三つの部門の共存」ということ

またその関連で私的所有権の尊重ということである。

たとえば「……社会的，経済的な機能として私的所有

の原理を保証すること。私的所有権は一般的利害と国民

的目的と完全に調和しなければならない……」 (1964年

10月，ピゼルト大会における農業問題に関する決議），

「…しかしながら，私部門は農業の分野においても存

続される。しかし，それは土地所有者に自らの好みのま

まにその土地を耕作させておくということではない。収

益性に関する基準が確立され，これらの土地所有者はそ

れを尊重しなければならない。」（1969年 1月24日，協同

組合全国同盟の発足大会におけるビルギパ演説〉，といっ

たような文章が私的所有権の尊重を確認するものとして

引用されている。しかし，この文章からもわかるように

それまでのチュニジア政府の私的所有権に関する見解

は，常に両義性を含む表現であった。そこで協同組合部

門が拡大されてu、く過程は，実質上，土地の私的所有が

縮少されていく過程であり，そうした過程で生まれる土

地所有者の不安をとりのぞくという文脈で私的所有権の

尊亘が「原則的Jに確認されるという意味合いが強かっ

た。つまり，上記のフツレギパ演説にみられるとおり私的

所有権の尊重といいながら，常にそこには国民的利益，

あるいは効率的な資源利用の名のもとにそれが制限され

ることもありうるという但書がふされていた。しかしこ

の「調査報告書」では「私的所有権の尊重Jということ

にだけ，力点がおかれている。

このように「基本方針」が「確認」されたのち，第3

部で1962年から「1968年末までの農業協同化運動」の過

程が回顧される。まずチュニジアの農業協同組合の諸形

態（生産協同組合，自営農の販売，購入協同組合，多品

種耕作協同組合，準生産協同組合〕を紹介し，その中心

は農業生産協同組合であったことを指摘し，これらの協

同組合の（1）創設組合数，およびその耕地面積，（2）財政，

(3）管理者について1968年末までの実績を紹介している。

それによると，生産協同組合の創設の状況は，第1表の

とおりである。

計（ha)

耕地面積

165,274 

83,068 

60,330 

29,990 

36,676 

375,338 

Ahmed Ben 

第 2 表 農業生産協同組 合 の 生 産 性 （単位： ha当り， qx(100kg)) 

農業年度 i I 

64/65 , 65/66 66/67 ; 67 /68 
品種 I 

硬 質小麦｜ 払 04 s.58 I 6.oo 
軟質小変｜ 12. 50 6. 78 I 4 .41 
大麦 I 12.54 1 _7.49 5. n 
（出所〉 Rapport de la commission parlemeπtaire d’investigati oπ sur les agisse 
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第 3I誌 農業生産協同組合の収支（1962～1968)

年 次

19li2～63 180,617 154,633 。3～64 1,301,201 675,194 

64～65 2,120‘050 三，259,850

日～66 2,843,200 2,504,470 

66～67 4,236,9n2 2,998,360 

67～68 下 フ

差 （ディナー）

25,%5 

626,107 

139,800 

-340, 750 

ーし238,602

-650,471 

1組合当り
収入（ディナー）

266 

122 

258 

178 

126 

? 

ha 当り
収入（ディナー）

17 

10 

25 

16 

16 

? 

（出所〕 Raρρart de la commission parlementai re d' investigation sur les agt・sse庁tentsde Ahmed Ben 
Salah (L’Action, 31 March, 1970). 

これらの生産協同組合の創設設備資金として， IBRD

と lDAから1800万ドルの陪貨をちけ，これに政府資金

1400万円レを加え，総額3200万ドルの資金が投入された

という。

以上のようにして創設され活動してきた生産協同組合

がどのような成果を生みだしたのかO I誠査報告書jは

それを（a）技術，（b）収益性の両国において検討している。

まず技術面においては，生産協同組合の主要な作物であ

る小麦のヘクタール当りの生産性が年をおって著しく低

下していることを指摘し（第2表〉，経営的には生産協同

組合部門の収支バランスに言及し，赤字額は毎年，かな

り多額にのぼっていたことを示すl第 1支んまた借入れ

金の返済状況についていえi王，半数以！：の234組合が40%

以下の返済率にとどまり， 196併ドIOJJJ}L{'E, 1950万ディ

十ーにのぼる負債総額のろち，ぷ返済部は730万ディナー

に迷しているという。

上記のような統計的資料を示したのち，「調査報告書」

は，1968年末までの生産協同組合の活動について， 「技

術，社会，経営のいずれの分野においても，見こんだ成

果を達成しえなかったことは明らかであるようにおもわ

れるりと評価を下す。そしてこのとうなi汗価はこの「調

烹報告書」においてはじめてなされたものではなく，

1%8年末から1969年中頃士でに政府内の関係部局で作成

された諸報告書においても表明されてL、たことを指摘

しそのもっとも重要なものとして， !l'l°；／ご生産局の作成

した報告書の内容を紹介している。

それによると「組合員の技術的，経済的能力の水準の

低さは，〔生産協同組合が要する一一引用者注）近代的生

産技術に適応しえず，この要因は農業生濠協同組合の成

果に多大の影響を与えている。jとして具体的に，中央

から指示，勧告された輪作体系，耕作方法が守られてい

なu、こと，在庫と生産用具の符理がf；－理的でないこと，

90 

組合長，監督官が十分にその任務を果たしえていないこ

と哩組合はの知約水準が低く集団生活に適応しえないこ

と，代理者が協同組合数の増加とともに著しく不足しは

じめたこと（ 2万ヘクタール当り I人の農業技師〉，組合

は過剰労働力をかかえ最良の場合でも組合員の平均就労

日数は 150l:lをこえず，それが組合Hの中に精神的退廃

を勝成し，生産性を低下させていること，土地問題に関

して，私有地との土地交換，借入れ農地の地代支払いな

どが完全に履行されていないこと，したがって大小の自

営農民にとづて「協同化」は一つの「懲罰Jと感じとら

れていること，などなどの点が指適されていたという。

l9G8年末から1969年はじめにおける政府のこのような

肉球な事態に対処するための基本的方針は，一言にして

L、えば，！［i宝協同車且合の創設の速～｝交をゆるめ，既存の組

合♂〉｛十正首ii

たと；調査報店会書：」はし、う。とこLろがまさにこのような

状況において， 1969年2月以降， BenSalahの独断で

「協同組合の一般化」という新たな方針が打ち出され推

進されたというわけである。

第4部はその「一般化の過程とその結果」についての

校社である。まずはじめに，第 1部において示した国家

の茶木方針が， 1969年春においても，フノレギパ大統領の

演説，あるいは BenSalah自身の演説においても確認

されていることを，この持期の両者の演説を引用して示

す。また当時，農業生産協同組合の活動が医難な事態に

直面していたことについては， BenSalah自身がかれの

もとによせられた国の内外からの農業生産協同組合に関

する＃t半IJによっても熟知していたという。そして「調査

報告書」はそれらの批判の内容を紹介する。

「国内の批判」としては，まず先に引用された農業生

産品の報告古（1968年10月作成〉と， 1969年5月，協同

組合全国同W;tの会長， TaharKacemが行なった報告の
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内容が紹介される。その重要点はいずれも，生産協同組合

の直面して1，、る悶難な状況に対する警告である。

「国外の批1山としては， l'lf均年春にチュニジアを訪

問した社会主義国の「二つの使節団J 〔国名は明示して

いないが，第 1部の資料リストからその一つは，ポーラ

ンドの使節団ではないかと推測される 引用者注〉の

報告をとりあげているが，いずれも自国の経験に茶づい

て，一般にt."f＇／：郎円にお HるJ生産の協同化の階部fさを指

摘しているにすぎない。

つづいて1968年にチュニジアを訪問した「専門家の使

節団J（凶名；土明示されていなLハふの報告の／S'ITを，こ

れは調査委員会独自の調査によ 3 ても確認，＇：： ;j1たちので

あることを強調して，要家］的に紹介しているつこ「）使節

団の報告は， 12の生産協同組合について行なった実態調

査に基づくもので「（a）雇用J，「（b）収入J，「（（生活水準」
について，それぞれの函に才ハ、て，農業生！京協同組合の

活動が園経な状慢にあったことを具体的に述べて十るも

のである。

つぎにとりあげられているのは，農業生産協同組合の

創設・設備資金として1800ガドノレを融資したIBRDの見

解を， IBRDの BenSala'.1宛書簡などの資料に基づい

て紹介するコここでもその主要な論点は， r¥Ufの生産協

同組合の経営が困難な状態にたちいたっていること，今

後における一勝の「協同化運動の拡大は，既存の協同組

合の強化を出廷させる可能f’EがあるjとU、う宅奇特である。

最後にcf-.Ccニブア経済に｜鳴する IBRDHi；＇［からも．

協同組合CT) ♂般化に対して出之;tdt'Jな意味をιちうるとお

もわれる章句が引用されている。

以上のような「批判」の紹介が終わったのち「調査報

告書」は、いよいよ1969年2.IJからはじま＇ ＞た［協同組

合の一般化jの過程およびその閣における DenSalah 

が実施した務方策の検討にうつる。

まず第 lに， 「協同組合の一般化の決定は， Ahmed

Ben Salah氏の個人的決定であった」と主張する。その

根拠としては，さきに引用した i月24日のブεルギノt大統

領演説以降， 3月22日，大統領を議長としてi：防ミれた党

中央委員会の最終決議， 6月1日に発表された「経済計

画に関する総合報告書」においても，従来からの「三つ

の部門のJt｛｛」という基本方針が明示されていること，

そして 9J-l 2日の閣僚会議にu、たるまで，この基本方針

に関する討論は一度も行なわれなかったことなどが，指

摘されている（注2）。また，これまで紹介された農業生産

協同組合に関する諸報告書は，すべて BenSalahのも

とに怠しおさえられ，政府部内においても発表されなか

ったという。そして， 1969年2月から 8月までに450万

ヘクタールの農地が協同組合部門に統合されるとャう報

告も， 8月末の閣僚会議の要請があるまで，政府部内に

おいても伏されていたという。

協同化の進展にともなってあらわれてきた一般世論の

批判に対しては「協同化に対して反対することは，国家

の安全をおびやかし大統領の権威と，党の政策tこ反逆

ナる行為であるという虚像がっくりだされて」いったと

「調査報告書」は，主張する。

ヅ’レギパ大統領が保ぎをのためにスイスに旅立つた「機

を手l]LてJ,Ben Salah （土2月9IIはじめて， 1969年末

までに農業構造の改革の一般化をおしすすめると表明し

2月13日に行なわれた県知事会議の席上での BenSal出

演説から，次の部分が引用されている。

「われわれはすべての農地を包含するような方法で，農

業構造の改革を促進しなければならなし、。……それ（改

革〉は本年度末までに終了することをわたくしは望んで

いる」。これにつづいて協同組合全国同盟の会長 Tahar

Kacem (Ben Salahとともに逮捕され，禁固5年の刑を

うける。）は， 3月16lci rKairouan県の全耕地は，今月

末までに生産協同組（，に統合されるだろう。Jと表明し

たという。

しかし，このような「説得」活動は十分でなく，農民

の問での不満はrJまLiと強まってきたと「調査報令書j

は主張する。その何よりの証左は， 1969年一9月22日付法

律によって，協同組台へ加入するかどうかの自由の原則

が再檎認されたとき，この過程で「生産協同組合に統合

された450万ヘクタールの農地の所有者は，だれ一人組

合にどどまろうとするものはいなかった」という f事実j

をあげている。

ミの協同組合の一般化の成果は， 7月10日に開催され

た協同組合全国同盟の理事会において，すでに 450方ヘ

クタールの農地が協同組合に統合され， 1969年8月3日

までに，これらの農地に対する個人的な耕作は終了する

と土になっていると報告されたという。

さらに「調査報告書」は，この「一般化政策」が，そ

の「成功に必要な技術的諸条件を全く無視して」実施さ

れたと批判し，兵体的に，（1）事前調査が不十分であった

こと－35万ヘクトノレの生産協同組合の創設に6年を

要ーしているのに 150万へクターJレの農地をわずか6カ月

で統合することから当然推測される，（2）管理者の不足，

(3）資金の不足，の3点をあげている。
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このような急速な「一般化の結果」何がもたらされた

か。第4部の終刊おそれを政治，経済，社会の三つの

側面について検討する。

まず政治的に川、ブルギパ大統慌の関知しないところ

で，協［，；J化政策L反対する 1，のは iブノレキメ大統領に反

対することである」として反対をおさえてきたことによ

ず〉て，党および凶家に対する不信の空気をつくりどし

暴動，建造物破接，政府高官の暗殺計薗などをうみだし
十，
I o 

経済的には農業の分野において6月から 8月にかけて

生産活動が麻庫状態に陥り， 「次年度の作｛、！のための農

地の整［摘は行なわれなかっえ。」

社会的には「農作業を停止しあるいは遅らせた私部門

の農民が多くの農業労働者Lを解雇する結果を招いた、！

などなど，社会不安が高まったことを指摘している。

第5 部：土「国’京財政の行現j の！日Jimをと ~I あげ， 11J家

資金が，生産協同組合やその他の公共企業の資金として

Lかるベラ手続雪合無視Lて流用されてヤ／七事実引J：い

あげているが，ここではその具体的内容の紹介は省略す

る。

最後の第6部 l 委員会ゲノ結論と勧古Jf土，これ主でに

紹介した調査報告の内容を要約し， BenSalahの諸行動

は「… 語にしていえば，国家安全に対する真ぐり陰謀

であり…υ」，政府は BenSalah熱宇I］のために「憲法第

日条にLたがっ r 特別法廷を設置すること などを勧告

している。

以上孔 「調布1日i告書」の内容のあら土しである。本

前， 4 部のうちユ商［：が農業［夜間fヒとくに）~ご業生産協！日］組

合の問題について言及しているととからもわかるとお

り‘ BenSalah失！問lの直般の契機；土、彼の推進してきた

農業協同化政策の「失敗」，とくに1969年はじめから急速

に展開した「協日組合の一般化政策 F に対する国の内外

からの反対であったことは明らかであろう。

（注 1) 「一般化（Gen仕aliscttion)J しけ，差是・＼：：＇Ii家

協同i'!l｛＜をチ←ニジアに7 全農地：：広大し！うと r；~も

0)。
（注2) Ben Salah ；主Hにおいては， BenSalahi工，

党中央委員会のメンパーは「一般化」計闘を承知して

いたと弁明して、、る。そしてこれに反x-1l川怠！句を小し

たものは HediNouira （当時の中央銀行総裁。 Ben

Salah失脚後，首相に就任。）だけであ J トとも折摘し

ている η “Lecompte rendu int己graldu proces Ben 

Salah＇’ （Jeune Afrique, no. 492, 9 Juin, 1970). 
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III チュニジアの知識人

チュニス滞在の最終日，私は4年前，客員として席を

おいていたチコニス大学H属社会経済調査研究センター

(CERES）を訪れ， Makhlouf氏以下，二，三の顔なじみ

の研究はと意見をかわす。当持からチュニジアの農業生

産協同組合について調査研究を行なっていた Makhlouf

l1ciこ会ちととができたのは幸いだった。 BenSalahの失

！肉；とV、う玉h

ていないことを篠苦官、する。

Makhlouf氏は現在，BenSalah失御以後，農業生産協

同組合から脱退しあるいは脱退させられた貧農たちにつ

いての追跡調査を行なっているという。彼は BenSalah 

失脚以後，チ旦ニジアの農業問題は，まず第 1にこの生

産協同組合から放出された貧しい農民がどうなっていく

のかという問題，第2fこ生産力の問題とし亡，土境保全

の問題をあげる。生産協同組合体制下にある農地が減少

し，政！（jが土壌保全の鮫点から持及させようとしごし、た

輪作体系による土地利用が行なわれなくなるであろうか

ら（同氏ほかつてこの輪作体系の導入が‘私部F'Jにおい

ては政府の奨励にもかかわらず，農業生産協同組合ほど

に普及していないという調査報告（注1）を発表しているL
F 時的にはf）、支の生産｛；＼；，7）増加が実現されることがある

かもしれないが，長期的な視点にたてば決してのぞまし

いことではなU、と Mal<l山 uf氏；主力説していた。

これまで生産協同組合に統合されている農地は，現在

も減少しつつあるのかという間いに対しては，Makhlouf

氏は正確な数字は公表されていないのでわからないが今

後も減少していくだろうといいながら，たとえばとれを

どらんなさいとわきにあ d J た新聞をとりだしその広告欄

を指さした。それは国有地局の農地払下げ公告であった

(La f’re.ふ、e,11 Jan. 1972)0 

Ben Salah裁判の直前，チュニジアの知識人50名が連

名で，政府iこ対して「諮願書Jを提出した。その要旨は

過去の政策の失敗の責任を BenSalah fll,j人の賓任にお

しつけようとする「政治裁判Jに反対し，閤家建設計画

につU、て「真に同民的な）t論Jの場を設置することを要

請するものであった （leMonde, 10-11 May, 1970）。そ

の50;:f,！｝）中には，この Ma対1louf氏はじめとの研究所

の顔なじみの研究員の名があった。その請願書はその後

の事態の進展に直接的な影響を与えることなく黙殺され

てし主った。

（注 1〕 Makhlouf, A., Nouveaux dualisme de 
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き日 l〕，その二とに17f.職業的な：1奇足惑を1_:.J:;!，＼、なが

ら〈空港にr<',Jかう。 Jclj中fii二〈 pきり浮から：カルhコ、のIi:
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Ren Salah I士、 h.ぜあ♂〕1.¥1たであれほどIt念に協同氾

｛；－の「 ・・fl:｛ヒ｜そ；弐ゴムt：〔＇＂）力、 BenSalahが l,lとIii:甘する

過程で，手記J〕Jに叫そ支持十る勢力が！f:N、Lなかーイこのは

なぜなのか＇ 0:.., 、畏P.'.:.＂二ちはなぜ伎を＼／ j汗てでL・t .・, 

たのか。

「調査報；守主 liこ土日、一 tmB持されている工うに，印刷

f「寸こにおける午産協同］机伐の活動；土：:i.:n誌な状況にあ .1こ

と7,・cよしザころ人ぐ Lトこが J jて、 「l山品l耐且子？の一鮫｛ヒ正士
司：」カ：実悩さJL ご 1、、な，）• ) iこと：ノて i,. ,,1_1（色 Den氏tlah

は l!'J,~長協I司：七F士•，夜 Cη4た；攻の？f仔をと jづ〆；IJノる、［＿•、

のであるナE い.~、L そ jlは Bに 只alれh0η レ♂fよす；：， I九コti品
同｛七政策；こ危険士！＇，，＼；じて L、た；こんがいない千二vニ／アの

大土地7斤f「r'tl竺ちlこ＇.｛；if［！／））文喰UH：士 ＇i・えることにな

るコそこでJil'i；ここちじから， ：＇＿ 乃.：： ~/ tr-ハZ¥,t勢力υ〉物；｛r

•. 11;慨を~·，、と..寸 L 主 λ ということが， i 'i(i'.l年はじめか

ら＇J ＇~ll日された「 l1i1同何台の 際化政策！の真のねらいで

はたか.－－，たろうかυ 一役化政策の行急な/J!'l1!J；土士rtu号に
J＿；，、二支れた DenSalahの長fをし川市 Cはな元、J J たろう

かu そして依はその日1＼；こ破れたし

それにしても‘ BenSalahが失脚する、必院で、あれほ

どの勢力をもって：、たBenSalahにけして， i皮を支持す

る勢力が安をなせなかったのはなぜか。先に紹介した知

識人別名の諮問存だけが，状況の流れにわtL fこi性ィっさ

さやかな行匝hであっfごといえ工う。

「法廷には，亡hcchiaをかぶり djellabaをまとい素足

に叶ングルばきのー群の貧しい農民たちの盗があった。

かれ九のあるものは刊託のない段子で，またあるものは

怒りをこめて唱 『協同紹介の介主化Jといろ亨実に主， p

てかわらが菜った不幸企1m陳したー I Ben Sa 

川 i主1；去主f存：iえる当lfの／イ’九lande与氏（ 1970今一 5丹:C2f:]

号J〆y〕，；己：事：の一節でJそ〉る υ そのあとにはこれ人の農民の

証言内外j’uが見休灼にね介されていと・－・千コニジ γ（／） ft 

Lい農民たち 1土、王山犬Jこ対「る不；1むを〕主ノミる素材にごと

欠かないぐそれが今， BenSalah を l;!r~ －1－るという文！？氏

の中で，機会をi訴えられ設局さ ti:"九れたにすぎないとい

えるだろう。しかし BenSalahの主張した協同化政策

にはーこうした貧しい農民たちに支持されてしかるべき

要五、を含んでいた。 BenSalahの立場からすれば，まさ

に彼等の生活を救済するための政策であョ〉たにちがいな

し、。だが， BenSalahを断罪するための証人台にたつも

のはあっても．彼を支持し亡状況の流れに抵抗しようと

するものはいなかJた。チュニジアの農業協同化政策は

・!Iせりの’1＇＜；僚の「陰謀 jどして葬り去ちれてし支った。

；れの演の中には「m京社会主義の敗北j という言葉が

i'i－かぶ。

「〈法判長〉ー山6'J年比被告は農業改革に関する法

律的版文を、政府の他の閣僚に知らせずに国家元益の署

名を求めと送付した。

(-J&'¥1J長〉 その｝広文は農業の協同化に関 Tるもので

あり‘ ビゼ•v ト大会の方針ープルご干、パ大統領のな向に相反

する止のであるn

〈主f討会事〉 この法律の地行のRを8刀 3f-1に設定

Lてう被台；土協同組合の一般化政策にプルギパの名を結

TY・ J,t上うと L1こ。

(Ben Sala！り .,El；土 f-＿，，.ニゾアの農業改革の象徴と

するとめにそのけを選んだ。そして大統領はとの選択に

！議INを宍したようにl士、私にはおもえなかったヲ

〈哉、／＇.ij{正〉 協同組合企持生化L、私的J-Jr有を；だけす

るこ Eに上 ，－c，被・；＇；＇ i土臼らの政治的野心を実現し上う

去、し？’

くBenSalah) それは私の経済的~！f心である。私は、

自分の確伝を実行するnf能性を与えられた。君、はそれに

したが－，たつあなたが弘の立場にたリてみたまえ，もち

ろん，この被告席ではなし＼だれか私に反対したものは

いただろうか。人びとが私に反対したとき‘官、はどうし

たか。私は逮捕されていたc …－・・JliUi 

Ben Salah 1土，~：業協同化というかたちで，直接， i二

地の私rf＊主に原理的にふれることなく，実質的にこれを

廃絶していこうとしたのであろうっこのような構造改草

が Fュ二ジアの民民をその食凶から解放するために必要

であると考えたのであろう。しかし，チュ二ジアの貧し

い1呉氏たちは， BenSalahがあきらかにー握りの大土地

所fftrの利害を代表する勢力によって窮地に陥れ人れた

とき，｛度を支持してたちあがろうとしなかった。それ［土

t；.ぜかっ

その});Uた！の A在日l土， BenSalahが農業改革を推進する

にめとソて、依拠した手段に求められノるのではないだろ

うか。 BenSalahが依拠した手段は何であったか。それ

93 



1972070096.TIF

－一一一現地報告一...－－－－.，..＿_ _,.. ....._ ......「＿＿..,.. ＿＿＿「」J 「一一司）」J 「一一一一 ι一一・一一」ぜ九一－ ----

はフ、’レギパのほ威とIT僚機階であーたといえよう。本来， 被；ヰ， BenSalahは，証人台にのぼる「愚かなj農民
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持！五，タイ，ブイりピン，台湾，インドネシア，イン I・,

才一ストラリアの喫最＂／；どを大陸法系と英法系に分けて比

較l命日｛ I_, fl司際契約に！討する諸問題会出係官、法の市から

分析し．さらにf今回の契約i去の慨%）i及び特色を当ベる。

アメリカ ｛， 衆向にがるラテンアバリカ研究！史を中心に，

ラテンアメりカに！約する l'!1論的成突の批判的険討を試み

ながら，「各闘の経済発展の諸問題j，該特徴を論プEL，将

来のラテンアメ 1）力研究に幾ちのflll足立を絞起している。

本吉は，，1,r-hl 111: 0を政治史的＂， iJ]1fliかムアプローヲーしfごも

のぞ，一手 (,j，の過ねをιtrmltJに！!IiL、て，1,r兵革命に浴む問題

J久をマクロ， ミケ戸ゲ）P1i liUかん 'ii:iくえくり山す O q, '.Iiiに

）（・ての LEし＼.＇；，｛＇..／良と i'j'/r)干の ・ll/Jとなる好苦である。

アシア経済11：阪会発売


	はじめに
	I M協同組合農場
	II Ben Salahの失脚
	III チュニジアの知識人
	結語

